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知らないうちに相続人に!?
今月のテーマ
　この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独
断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムで
す。気楽に楽しんでいただければ幸いです。
　今回のテーマは、知らないうちに相続人に!?で
す。

その１．�知らないうちに相続人になって
いた！

　“相続は、死亡によって開始する。”これは民法
の条文そのものですが、五・七・五のいいリズム
となっています。親が亡くなれば相続になるのだ
から、知らないうちに相続人になることがあるの
だろうか？と疑問に思われるかもしれません。
　しかし、例えば、小さいときに親が離婚して非
養育親とは音信が途絶えていることは珍しくあり
ません。また、亡くなった人（被相続人）が単身
者で子どもがおらず、親も亡くなっている場合、兄
弟姉妹が相続人になります。また、先に兄弟姉妹
が亡くなっていた場合にはその子である甥・姪が
相続人になります。おじさん・おばさんがどこに
いて、どうしているかなど、ついぞ与り知らない
という人も多いのではないでしょうか。
　さらに、子ども全員が相続放棄することによっ
て、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるというケー
スでは、相続放棄した人達から連絡してもらわな
い限り、自分が相続人になったことを知ることは
事実上困難です。ある日突然、被相続人の債権者
から連絡が来て支払いを請求されることや、崩壊
寸前の空き家の相続人であるとして自治体から対
応を求められることは、現実に起きていることな

のです。

その２．�気づいた後で相続放棄できるの
か？

　「あなたが相続人です」と言われた場合、その
時点から相続放棄はできるのでしょうか？ 相続
放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に
書類を提出して申述を受理してもらう手続きです
が、民法は「自己のために相続の開始があったこ
とを知った時から三箇月以内」という期限を設け
ています。「知った時から」ですので、気づいた後
からでもすぐ動けば間に合います。
　それでは、次のようなケースはどうでしょう
か？父方のおじが借金を残して亡くなったが、お
じの子は全員相続放棄をしたので、兄弟である父
が相続人となっていた。しかし、そのことを知ら
ないまま（当然、おじの相続を承認も放棄もしな
いで）父も亡くなってしまった。数年後、おじの
債権者が、父の相続人である自分に借金を支払え
と言ってきたことで、初めて自分がおじの相続人
となったことを知った。まさに青天の霹靂…
　最高裁令和元年８月９日判決は、このような場
合の「自分」は、自分がおじの相続人となるのを
知った時から３か月以内であればおじの相続を放
棄できると判断しました。ホッと一安心です。

　最後に一言。負の遺産を背負わされそうになっ
ても簡単に諦めないことです。将棋ファンの私は、
昔の大山康晴十五世名人の名言が浮かびました。

　助からないと思っても助かっている。


